
報告第４４号 
令和６年１２月３日 

 

茨城県水道広域化への参加について 

 

城里町水道事業運営審議会の議論及び中間答申を踏まえ、令和７年２月に予定される

「統合に関する基本協定」の締結に参加し具体的な広域化を進めます。 

 

【概要】 

（１）茨城県水道広域化について　 

　茨城県は、水道事業を取り巻く経営環境が、人口減少による給水収益の減少等により

今後厳しさを増していくものと考えられることから、水道事業の基盤強化のため、県水
道ビジョンや県水道事業広域連携推進方針の策定を通じ広域化の取組を推進してきま
した。 

　具体的には、県北、県中央、鹿行、旧県南、旧県西広域圏の５区分の圏域にわけ、施

設の最適化や財政シミュレーションを検討しており、その結果を踏まえ、広域化に参加

を希望する事業体と令和７年２月に統合に関する基本協定の締結を予定しています。　 

（２）町水道事業経営状況に関する諸課題について 

　茨城県が抱える水道事業の経営環境課題と同様、町水道事業は、以下の課題に直面し

ています。 

　・人口減少による給水収益低下、動力費・薬品費等諸経費の高騰等を要因とした 

料金回収率の低下 

・石塚浄水場の老朽化による緊急対応の増加、断水・水質悪化リスクの増大 

　・老朽化する施設の増加と更新のための財源確保　 

 

【参加理由】 

　町水道事業が抱える諸課題の解決に資するため、以下の理由により広域化に参加しま

す。 

　・広域化により、施設統廃合による集約化や国交付金の活用で更新・投資額の抑制が 

期待できる。 

　・広域化により災害対応における人員確保や技術職員の確保等人材確保や体制強化が 

期待できる。 

　・茨城県による施設最適化案及び財政シミュレーションでも費用の抑制が見込まれて 

いる。 
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【議論の経緯】 

・県検討経過 

R4.4～　広域連携等研究会により検討　県水道事業広域連携推進方針の策定 

R5.10～　「検討・調整会議」により検討　経営統合の諸条件や水道施設の最適 

配置検討・調整 

・町水道審議会　４回開催。今後２回開催予定。 

　　第１回　R6.5.9（委員委嘱・事業環境等説明） 

第２回　R6.6.27（施設見学・意見交換） 

　　第３回　R6.8.22（広域化事例、県広域化取組経過説明） 

第４回　R6.10.22（中間答申とりまとめ） 

 

【参考資料】 

・広域化に向けた流れ・・・・・・・・資料１ 

・広域連携による交付金について・・・資料２ 

・城里町水道事業運営審議会中間答申・資料３ 
・経営状況資料・・・・・・・・・・・資料４ 
・経営一体化・施設統廃合イメージ・・資料５ 
・財政シミュレーション・・・・・・・資料６
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県北広域圏：水道用水供給事業からの受水が困難な水道事業者について

　　　　　　　　経営手法（共同発注等）を検討　※経営の一体化も検討

県中央広域圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の

　　　　　　　　 経営の一体化を推進

鹿行広域圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の

　　　　　　　　経営の一体化を推進

県南西広域圏：水道用水供給事業（県企業局）と水道事業（市町村等）の

　　　　　　　　 経営の一体化を推進
 

※事業統合により水道料金の統一が必要となるが、広域連携の第一段階として、

　水道料金統一を必要としない「経営の一体化」の手法で広域連携を推進

 当面の10年間で取組む事項

 将来の姿

３０年後（2050年度）の姿
・水道事業の基盤を強化するため、県内水道の一元化（1県1水道）を図る

報告第４４号　資料１　広域化に向けた流れ
令和６年８月現在　県資料より
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事業
統合

経営の一体化

管理の一体化
共同発注等

施設の共同化
浄水場、水質管理センター、

緊急連絡管等

イメージ（概念）を広げた
水道広域化

「管理の一体化」と
「施設の共同化」を

合わせて
『業務の共同化』と

いう

従来までの
水道広域化の

イメージ

将来（30年後）の目標
サービス・料金の統一

当面10年間の目標
地域ごとに経営合理化
（料金の統一は必要ではない）

 段階的な広域連携のイメージ

資料１　広域化に向けた流れ
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○県内41水道事業者、栃木県野木町
 及び県で構成

○県内５圏域の地域部会・作業部会を
 設置し、水道事業の経営統合や共同
 発注等広域連携に関する検討を行う

 ・県北広域圏地域部会

 ・県央広域圏地域部会

 ・鹿行広域圏地域部会

 ・旧県南広域圏地域部会

 ・旧県西広域圏地域部会

 ３ 水道事業広域連携に係る検討・調整会議（R5.10～）

野木町

※ 県央部会にも所属
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 最適配置案を踏まえた工事等（単独費）

(R7年度以降）(R6年度中頃を想定)
※5年以内

 共 同 発 注 等 の 実 施

・浄水場統廃合
・経営統合

・浄水場現状維持
・単独経営
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・浄水場統廃合
・単独経営

・浄水場現状維持
・経営統合

の方向性

の方向性

の方向性

の方向性

 経営の一体化等に向けた本県における主な流れ（案）
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Ｒ６年
Ｒ７年

（1年目）
Ｒ８年

（2年目）
Ｒ９年

（3年目）
Ｒ１０年
（4年目）

Ｒ１１年
（5年目）

Ｒ１２年
（6年目）

Ｒ１３年
（7年目）

Ｒ１４年
（8年目）

Ｒ１５年
（9年目）

Ｒ１６年
（10年目）

①連絡管等の整備
（連絡管やループ管､バイパス管等）

②集中監視設備
③統合浄水場等
④事務関係システムの統合
⑤基幹管路の耐震化
（事業要件を満たすものに限る）

⑥旧事業体が統合前の5年間
に行った建設改良費の平均を
上回る更新・改修事業

①耐震化、老朽化対策
②連絡管等
（連絡管やループ管､バイパス管等）

③集中監視設備
④統合浄水場等
⑤統廃合に伴い廃止する
 水道施設の撤去等

上限

運営基盤強化等事業広域化事業

市町村域を超えて３以上の水道事業等が広域化（事業統合又は経営の一体化）する場合、
防災・安全交付金（広域化事業・運営基盤強化等事業）が活用可能（10年間・令和16年度まで）

○資本単価要件
 90円／㎥以上
   （水道事業）
 70円／㎥以上
 （用水供給事業）
○事業開始時期
 広域化を実施する
 前から事業着手可
○交付上限
 なし
○交付率 1/3

○資本単価要件
 なし
○事業開始時期
 広域化後から事業
 着手可能
○交付上限
 圏域内の広域化事
 業の総事業費が
 上限
○交付率 1/3

協

定

締

結

        広域化事業

　　運営基盤強化等事業

統合準備（認可書作成・組織整備等）

広

域

化

＜交付金を活用する際のスケジュール＞
広域化の時期が早まれば、その時点から
運営強化基盤等事業の活用が可能

 広域連携に係る交付金の概要

＋1/3

報告第４４号　資料２　広域連携による交付金について
令和６年８月現在　県資料より
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報告第４４号　資料３　城里町水道事業運営審議会中間答申 

令和６年１０月２９日 
 

城里町長　上遠野　修　様 
 

城里町水道事業運営審議会 
会　長　　　　桜井　和子 

 
 

城里町水道事業経営戦略の改定について（中間答申） 
 

 
　令和６年５月９日付け城里水第６４号にて諮問がありましたこのことについて、別紙のとおり
中間答申いたします。 
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城里町水道事業経営戦略の改定について 
 
　本審議会は、本年５月９日に、町長から「城里町水道事業経営戦略の改定について」の諮問を
受け、これまで４回にわたり審議を行ってきました。 
　本答申は、諮問事項のうち、年度末をまたず早急な対応が求められている茨城県が進める水道
事業の広域化への参画について、先行して答申を行うものです。 
　なお、本来諮問されている城里町水道事業経営戦略の改定については、引き続き審議を行い答
申する予定です。 
 
１　水道事業の広域化 
　当町が抱える大きな課題として、石塚浄水場の老朽化や水源となる表流水水質の悪化が進行し、
施設の更新には多額の財源を要するが、人口減少により収益は減少傾向であること。また、複数
の浄水場を有することによる維持管理経費のコスト負担が大きいことが明らかにされたところで
ある。 
　茨城県が示す広域化プランにおいては、参画により一部の浄水場を廃することで、経営上のメ
リットが生じる財政シミュレーションが示されている。 
　また、令和６年度に行われる基本協定締結に参画することで、交付金等の活用期間を確保し、
メリットが最大化されることも示された。 
　このような状況を踏まえ、令和６年度内の基本協定締結に参画し、広域連携を進められたい。 
 
附帯意見 
（１）広域化に際し、様々な機会や媒体を通じて広く地域住民への周知を図り、理解促進に努め
ること。 
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城 里 町
Shirosato Town

浄水場名 石塚浄水場 小松浄水場 赤沢浄水場

原水の種類 那珂川表流水 地下水 地下水

施設能力(㎥/日) 4,170 4,350 2,657

沈澱池 薬品凝集沈澱
(傾斜板式)

薬品凝集沈澱
(傾斜板式)

なし

浄水処理方法 塩素滅菌
急速ろ過

塩素滅菌
急速ろ過

塩素滅菌
急速ろ過

配水池容量(㎥) 2,745 2,000 640

上水道事業の給水状況（令和4年度末）
〈浄水施設概要〉行政区域内人口 18,254人

給水人口    18,104人（普及率99.2％）
施設能力    11,177㎥/日
一日最大給水量 8,371㎥/日
一日平均給水量 6,423㎥/日

経営状況資料 水道事業の概要

〈令和4年度 年間取水量（千㎥）〉

924, 
37%

146,
6%

706, 
28%

721, 
29%

ダム放流 表流水（自流）
浅井戸水 深井戸水

石
塚
系

小松系

赤
沢

系

報告第４４号　資料４　経営状況資料
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城 里 町
Shirosato Town

上水道事業の水道料金（令和4年度）

1か月20㎥当たり料金（口径20mm）

城里町   4,400円

県最大   5,445円
県最小   2,970円
県平均   4,281円

経営状況資料 水道事業の概要

5,445 
5,445 

5,280 
5,170 
5,170 

4,860 
4,730 

4,675 
4,642 
4,620 
4,620 
4,620 
4,620 
4,576 
4,565 
4,545 
4,510 
4,480 

4,410 
4,400 
4,400 

4,345 
4,345 
4,305 
4,301 
4,291 
4,290 
4,281 

4,163 
4,119 

4,059 
3,998 

3,760 
3,740 

3,657 
3,581 
3,553 

3,427 
3,369 
3,322 

3,234 
3,190 

2,970 

0 1,000 2,000 3,000 4,000 5,000 6,000 

行方市
八千代町

桜川市
稲敷市
河内町
石岡市
結城市
潮来市

境町
鹿嶋市
神栖市
鉾田市

つくばみらい市
県南水道(企)

阿見町
坂東市
五霞町
下妻市

常陸大宮市
筑西市
城里町

かすみがうら市
茨城町
常総市

湖北水道(企)
常陸太田市

大子町
県平均
笠間市
土浦市

北茨城市
大洗町
那珂市
美浦村

ひたちなか市
守谷市

小美玉市
東海村
水戸市
高萩市
古河市

つくば市
日立市

（円）

≪各市町の１か月２０m³当たり料金≫

出典：R4決算統計より- 9 -
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10,000
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一日最大給水量 一日平均給水量 有収水量 有収率

給
水

量
（

㎥
/日

） 有
収

率
（

％
）

城 里 町
Shirosato Town

水需要の動向
人口の減少に伴い、給水人口も減少

  H24; 20,454人
             2,942人、14.4％の減少
  R3  ; 17,512人

給水普及率は99％以上と、ほぼ町全
域に水道が普及
給水量は横ばいであるが、有収水量
は減少 

  H24; 5,112㎥/日
                    375㎥/日、7.3％の減少
  R3  ; 4,737㎥/日

経営状況資料

※有収水量･･･給水量のうち、料金収入 
         が得られた水量のこと
※有収率･･･給水量のうち、有収水量の
       占める割合
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人
口
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資本的収入 資本的支出 期末資金残高 企業債残高

資
金

残
高

、
企

業
債

残
高

（
百

万
城 里 町
Shirosato Town

経営（財政）状況
水道事業の会計は、収益的収支と資本
的収支の２本立てで構成されている。

       収益的収支…水を家庭まで届けるため 
                           の経費（維持管理費）
       資本的収支…古くなった水道管などを
                           新しくするための経費
                         （施設整備費）

経営状況資料

▲ 40

▲ 20
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総収益 総費用 損益

損
益

（
百

万
円

）

収益的収支の推移

資本的収支＋資金の推移

収益的収支において、総収益＞総費用
であれば黒字経営であり、総収益＜総
費用であれば赤字経営

損益の推移をみると、経営状況は厳
しくなっており、令和４年度には赤
字に転じている。

企業債残高（借入金）は減少している
が、資金残高（手持ちの現金）も減少
している。
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城 里 町
Shirosato Town

経営状況資料 参考資料

国土交通省主催 令和6年度 全国水道主管課長会議資料より
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※注
・経営の一体化は、会計は旧事業体単位のため料金も個別設定(経営統合前に同じ)
・経営統合(経営の一体化)した場合は、浄水場拡張等の「交付金1/3」(＝広域化事業)に加えて、
 老朽化対策等比較的自由度の高い交付金も活用できる(運営基盤強化等事業(広域化事業の総事業費を上限)：1/3)

Ａ市
水道

県浄水場

B町
水道

Ｃ村
水道

浄水場
単独更新

浄水場
単独更新

浄水場拡張
交付金1/3

配水池化
配管整備
交付金1/3

旧Ａ市
水道

旧B町
水道

旧Ｃ村
水道

それぞれ単独経営を継続 経営の一体化
＋1/3

＋1/3

基幹管路耐震化

交付金1/3
基幹管路耐震化

交付金1/3

＋1/3 交付金1/3

＋1/3

＋1/3

水道事業の運営は
一つの組織として
連携しながら実施

 経営の一体化・施設の統廃合のイメージ

浄水場
単独更新

水道事業の運営、
漏水等対応、
職員採用など単独

水道施設の効率的運用、経営面でのスケール
メリットの創出、人材の確保などが期待される

報告第４４号　資料５　経営一体化・施設統廃合イメージ
令和６年８月現在　県資料より
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   広域連携の検討の経過

○水需要予測_R52(2070)年度
 県水道ビジョン等に基づき、将来の給水人口
 及び水需要量を推計

・給水人口   ：約1.4万人（R3比▲4千人）

・給水量（平均）：約7千m3/日（R3比▲1千m3/日）

○施設の最適化
 施設規模や建設年度など様々な状況を踏まえ 
 令和32（2050）年度の計画水量に基づいて
 施設の最適配置を検討

・石塚浄水場：R18(2036)年度に配水場化
・小松浄水場：R39(2057)年度に配水場化
 ⇒県企業局の水戸浄水場より送水
・赤沢浄水場：継続利用

給水人口及び水需要の推移

広域連携による施設最適化の概要

報告第４４号　資料６　財政シミュレーション

令和６年８月現在　県資料より
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   広域連携の検討の経過

○財政シミュレーション
 単独経営（現状維持）で推移した場合と広域連携（経営の一体化）を進めた場合を比較

給水原価の推移
（水道水１㎥あたりの製造単価）

供給単価の推移
（水道水１㎥あたりの販売単価）

○広域連携の効果概要
・施設最適化により将来の投資額（建設改良費）の削減が期待できます。
・広域化に係る国交付金を活用して、水道施設や法定耐用年数を超過した老朽管などの
 更新・耐震化費用の抑制が見込めます。
・将来の投資額の抑制や国交付金の有効活用により、料金の値上げ幅を抑制することが
 期待できます。
・人材の確保・育成が難しくなる中、技術職等の専門職による業務支援や、災害時等の
 応急給水、復旧作業に係る体制の強化などが期待できます。
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